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個
人
向
け
貸
付
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

　

個
人
向
け
貸
付
住
宅
の
入
居
者
を
募

集
し
ま
す
。
入
居
を
ご
希
望
さ
れ
る
人

は
、
事
前
に
ご
連
絡
の
上
、
建
設
課
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

・
清
水
町
に
住
所
を
有
す
る
人
又
は
有

　

す
る
こ
と
と
な
る
人

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

・
入
居
者
及
び
同
居
者
が
暴
力
団
員
で

　

な
い
人

・
町
内
在
住
の
連
帯
保
証
人
を
１
名
立

　

て
ら
れ
る
人
（
３
親
等
以
内
の
親
族

　

の
場
合
は
町
外
で
も
可
能
で
す
）

▼
申
込
み
期
日　

２
月
15
日

（月）

▼
必
要
書
類

・
申
請
書
（
建
設
課
に
あ
り
ま
す
）

・
入
居
予
定
者
全
員
の
住
民
票

・
税
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
証
明
書
（
就

　

学
者
を
除
く
全
員
が
必
要
）

・
暴
力
団
員
で
あ
る
か
を
警
察
署
へ
意

　

見
を
聴
く
こ
と
の
同
意
書
（
建
設
課

　

に
あ
り
ま
す
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
住
宅
都
市
係

　
☎
62
‐
２
１
１
３

◆北熊牛住宅　１戸　
住所：字熊牛125番地2

号　数 ２号

構　造 木造平屋建（3LDK）

面　積 75.33㎡

建設年度 平成８年

貸付金額 25,000円

　

ゲ
ー
ム
感
覚
で
楽
し
め
る
チ
ャ
レ
ン

ジ
・
ザ
・
ゲ
ー
ム
（
軽
ス
ポ
ー
ツ
）
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
体

験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
さ
ん
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
講
習
会
は
清
水
町
健
康

ポ
イ
ン
ト
制
度
の
対
象
事
業
で
す
。
参

加
者
に
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
カ
ー
ド
100
ポ
イ

チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ザ
・
ゲ
ー
ム

講
習
会
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

ン
ト
を
贈
呈
し
ま
す
の
で
、
当
日
は
ハ

ー
モ
ニ
ー
カ
ー
ド
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
清
水
地
区
で
の
開
催
は
３
月

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　

町
内
に
居
住
、
通
勤
し
て
い
る
人

▼
日
時　

２
月
21
日

（日）　

10
時
～
12
時

▼
会
場　

御
影
公
民
館　

大
集
会
室

▼
種
目　

　

ラ
ダ
ー
ゲ
ッ
タ
ー
、
キ
ャ
ッ
チ
ン
グ
・

ザ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
等
の
競
技
指
導
及
び

競
技
の
実
施

▼
費
用　

無
料

▼
申
込
方
法

　

①
体
育
館
、
②
御
影
支
所
、
③
文
化

セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
係

　

☎
62
‐
５
１
１
５

◆美蔓住宅　１戸　
住所：字美蔓西23線85番地4

号　数 １号

構　造 木造平屋建（2LDK）

面　積 61.69㎡

建設年度 昭和59年

貸付金額 15,000円

　

歩
く
ス
キ
ー
の
基
本
的
な
内
容
や
実

技
的
な
内
容
を
習
う
こ
と
が
で
き
る
歩

く
ス
キ
ー
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
講
習
会
は
清
水
町
健
康

ポ
イ
ン
ト
制
度
の
対
象
事
業
で
す
。
参

加
者
に
は
１
回
に
つ
き
ハ
ー
モ
ニ
ー
ポ

イ
ン
ト
50
ポ
イ
ン
ト
を
贈
呈
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　
【
実
技
講
習
会
】

　

①
２
月
６
日

（土）　

10
時
～
12
時

　

②
２
月
13
日

（土）　

10
時
～
12
時

　
【
町
民
歩
く
ス
キ
ー
大
会
】

　

２
月
20
日

（土）　

９
時
50
分
～
12
時

▼
集
合
場
所　

有
明
公
園
駐
車
場

▼
講
師　

健
康
ク
ラ
ブ
会
員

▼
費
用　

無
料

※
ス
ポ
ー
ツ
損
害
保
険
等
は
各
自
で
加

歩
く
ス
キ
ー
教
室
を

開
催
し
ま
す

　

入
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
込
期
限　

１
月
29
日

（金）

▼
必
要
な
物

　

歩
く
ス
キ
ー
・
靴
・
ス
ト
ッ
ク
・
暖

か
い
服
装
（
ス
キ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
が
な

い
人
に
は
、貸
し
出
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。）

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
係

　

☎
62
‐
５
１
１
５

　

毎
年
２
月
上
旬
に
開
催
し
て
い
ま
し

た
、
町
民
ス
ケ
ー
ト
大
会
で
す
が
、
令

和
３
年
大
会
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
中
止
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た

の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
係

　

☎
62
‐
５
１
１
５

町
民
ス
ケ
ー
ト
大
会
中
止
の

お
知
ら
せ

　

令
和
３
～
６
年
度
の
と
か
ち
広
域
消

防
事
務
組
合
が
発
注
す
る
工
事
や
物
品

の
売
買
、
委
託
業
務
な
ど
の
入
札
に
参

加
す
る
事
業
者
は
、
消
防
署
が
所
在
す

る
町
村
役
場
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
又
は
と
か
ち
広
域
消
防
事
務
組

合
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
（
帯

広
市
に
申
請
す
る
こ
と
で
組
合
に
登
録

さ
れ
る
も
の
で
す
。）
が
必
要
で
す
。

　

と
か
ち
広
域
消
防
事
務
組
合
の
競
争

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
に
必
要
な
資

格
や
提
出
書
類
な
ど
の
詳
細
は
、
次
の

と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
受
付
期
間

　

１
月
12
日

（火）
～
１
月
22
日

（金）
ま
で

　

※
土
日
を
除
く

▼
受
付
場
所

　

帯
広
市
役
所
総
務
部

　

総
務
室
契
約
財
産
課
（
帯
広
市
庁
舎

　

２
階
）

　

帯
広
市
西
５
条
南
７
丁
目
１
番
地

令
和
３
～
６
年
度
の
競
争

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

に
つ
い
て

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

と
か
ち
広
域
消
防
局
総
務
課
施
設
装

　

備
係

　

☎
０
１
５
５
‐
26
‐
９
１
２
１

 
 
 
contract@fire-tokachi.

hokkaido.jp

※
町
村
役
場
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

　

査
申
請
に
つ
い
て
は
、
各
役
場
に
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
り
た
い
も
の
の
情

報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に
①
欲
し
い
・
あ

げ
た
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
又

は
窓
口
、
電
話
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

受
け
渡
し
方
法
は
、
広
報
広
聴
係
を
通

し
て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士

で
や
り
と
り
を
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

【
あ
げ
ま
す
】

・
マ
ッ
サ
ー
ジ
ベ
ル
ト

【
譲
っ
て
く
だ
さ
い
】

・
中
学
生
用
学
生
服
（
男
子
）

※
サ
イ
ズ
不
問

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課
広
報
広
聴
係

　
☎
62
‐
２
１
１
４

文
化
賞
・
ス
ポ
ー
ツ
賞
受
賞

候
補
者(

学
生
部
門)

の

推
薦
を
受
け
付
け
ま
す

▼
推
薦
期
限　

１
月
29
日

（金）

▼
推
薦
方
法

　

推
薦
用
紙
を
社
会
教
育
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

▼
表
彰
基
準

　
【
文
化
優
秀
賞
（
高
校
生
以
上
）、
ジ
ュ

　

ニ
ア
文
化
優
秀
賞
（
小
・
中
学
生
）】

　

各
種
団
体
が
行
う
文
化
事
業
で
次
に

　

定
め
る
成
績
を
収
め
た
個
人
又
は
団

　

体
、
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
顕
著
な

　

成
績
を
収
め
た
個
人
又
は
団
体

・
最
優
秀
部
門

　

①
全
国
大
会
優
勝
（
最
上
位
の
賞
）

　

②
全
道
大
会
で
の
複
数
回
優
勝

・
優
秀
部
門

　

①
全
国
大
会
入
賞
（
お
お
む
ね
６
位

　

以
内
）

　

②
全
道
大
会
優
勝
（
最
上
位
の
賞
）

・
奨
励
部
門

　

①
全
道
大
会
入
賞
（
お
お
む
ね
６
位

　

以
内
）

　

②
十
勝
大
会
優
勝
（
最
上
位
の
賞
）

　
【
ス
ポ
ー
ツ
優
秀
賞
（
高
校
生
以
上
）

　

ジ
ュ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
優
秀
賞（
小
・
中
学
生
）】

　

各
種
団
体
が
行
う
ス
ポ
ー
ツ
大
会
で

　

次
に
定
め
る
成
績
を
収
め
た
個
人
又

　

は
団
体
、
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
顕

　

著
な
成
績
を
収
め
た
個
人
又
は
団
体

・
最
優
秀
部
門

　

①
全
国
大
会
１
位

　

②
全
道
大
会
で
の
複
数
回
１
位

・
優
秀
部
門

　

①
全
国
大
会
入
賞
（
お
お
む
ね
８
位

　

以
内
）

　

②
全
道
大
会
１
位

　

１
月
31
日

（日）
に
開
催
を
予
定
し
て
い

た
ふ
る
さ
と
講
座
、
渋
沢
史
料
館
長
講

演
会
「
十
勝
開
墾
合
資
会
社
と
渋
沢
栄

一
」
は
３
月
14
日

（日）
に
延
期
と
な
り
ま

ふ
る
さ
と
講
座
の
延
期
に
つ
い
て

　

③
大
会
に
お
い
て
北
海
道
記
録
更
新

・
奨
励
部
門

　

①
全
道
大
会
２
位
若
し
く
は
３
位

　

②
十
勝
大
会
１
位

　

③
大
会
に
お
い
て
十
勝
記
録
更
新

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
文
化
振
興
係
及
び
ス
ポ

ー
ツ
係　

☎
62
‐
５
１
１
５

し
た
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　

☎
62
‐
５
１
１
５
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町
営
育
成
牧
場
入
牧
牛
の

利
用
申
請
を
取
り
ま
と
め
ま
す

　

令
和
３
年
度
の
町
営
育
成
牧
場
の
入

牧
牛
の
申
請
受
付
を
行
い
ま
す
。
希
望

さ
れ
る
方
々
は
期
日
ま
で
に
利
用
申
請

書
を
提
出
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
２
年
度
の
預
託
者
へ
は

別
途
申
請
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
新
規
で
希
望
さ
れ
る
預
託
者

に
つ
き
ま
し
て
は
、
留
意
事
項
を
ご
確

認
の
う
え
、
申
請
書
を
提
出
願
い
ま
す
。

▼
提
出
書
類　

利
用
申
請
書

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
可
能
で
す
。

※
新
規
の
人
は
、
牧
場
事
務
所
に
電
話

　

連
絡
い
た
だ
い
た
後
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

　

申
請
書
を
送
信
し
ま
す
。

▼
提
出
期
限　

２
月
１
日

（月）

▼
提
出
先

　

町
営
育
成
牧
場　

北
清
水
事
務
所

▼
留
意
事
項

・
原
則
、
家
畜
が
除
角
し
て
い
る
こ
と

・
家
畜
共
済
に
加
入
し
て
い
る
こ
と

・
家
畜
が
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定

　

に
よ
る
検
査
注
射
等
を
受
け
て
い
て
、

　

か
つ
、
予
防
等
に
係
わ
る
検
査
、
そ

　

の
他
措
置
が
で
き
る
こ
と
。

・
生
後
７
か
月
以
上
の
育
成
牛
で
あ
る

　

こ
と

・
家
畜
の
健
康
状
態
が
良
好
で
あ
る
こ
と

・
そ
の
他
育
成
管
理
上
支
障
の
な
い
こ
と

・
夏
期
放
牧
期
間
は
５
月
20
日
～
10
月

　

20
日
（
予
定
）

・
冬
期
舎
飼
期
間
は
10
月
21
日
～
５
月

　

19
日
（
予
定
）

・
牧
場
使
用
料
（
夏
期
）

　

１
日
260
円
／
頭

・
牧
場
使
用
料
（
冬
期
）

　

１
日
610
円
／
頭

・
牧
場
手
数
料
（
授
精
牛
捕
獲
）

　

２
千
５
百
円
／
頭

・
申
込
状
況
に
よ
っ
て
は
、
入
牧
頭
数

　

の
調
整
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承

　

願
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
営
育
成
牧
場
北
清
水
事
務
所

　

☎
・
　
62
‐
４
７
６
１

令
和
３
年
度
個
人
町
・
道
民

税
の
申
告
受
付
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
度
個
人
町
・
道
民
税
の
申

告
は
２
月
16
日

（火）
か
ら
３
月
15
日

（月）
ま

で
の
期
間
に
、
役
場
地
下
大
会
議
室
に

お
い
て
受
付
し
ま
す
。

　

個
人
町
・
道
民
税
の
申
告
が
必
要
な

人
は
、
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
で
清

水
町
内
に
住
所
の
あ
る
人
で
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
人
や
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当
す
る

場
合
は
、
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
令
和
２
年
中
の
所
得
が
給
与
所
得
の

　

み
で
年
末
調
整
を
受
け
た
人

②
令
和
２
年
中
の
所
得
が
清
水
町
町
税

　

条
例
で
定
め
る
金
額
以
下
の
人

※
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
国
民
健

　

康
保
険
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
障
害
者
控
除
、
ひ
と
り
親
控
除
又
は

寡
婦
控
除
を
受
け
る
人
へ

　

令
和
２
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
135

万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
令
和
３
年
度
の

個
人
町
・
道
民
税
が
非
課
税
（
均
等
割

も
所
得
割
も
か
か
ら
な
い
。）
と
な
り

ま
す
の
で
、
該
当
す
る
場
合
は
忘
れ
ず

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
末
調
整
で
所
得
控
除
の
適
用
を
受

　

け
た
人
、
給
与
支
払
報
告
書
に
障
害

　

者
等
の
記
載
が
あ
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

◆
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
人
へ

・
令
和
２
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入

　

金
額
が
400
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金

　

等
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

　

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

　

す
る
必
要
が
な
い
人
も
、
個
人
町
・

　

道
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

・
日
本
年
金
機
構
等
へ
提
出
し
た
人
で

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の
控
除
対

　

象
と
な
る
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
ひ

　

と
り
親
・
寡
婦
・
障
害
者
控
除
等
の

　

記
入
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
や
、「
扶

　

養
親
族
等
申
告
書
」
を
日
本
年
金
機

　

構
等
へ
提
出
し
て
い
な
い
人
で
配
偶

　

者
・
扶
養
親
族
・
ひ
と
り
親
・
寡
婦
・

　

障
害
者
控
除
等
を
適
用
さ
せ
る
場
合

　

は
、
個
人
町
・
道
民
税
の
申
告
が
必

　

要
で
す
。

▼
受
付
場
所　

役
場
地
下
大
会
議
室

▼
受
付
時
間　

８
時
45
分
～
17
時
30
分

※
御
影
地
区
の
人
を
対
象
に
、
３
月
４

　

日
（木）
（
13
時
～
16
時
）
及
び
３
月
５

　

日
（金）
（
10
時
～
12
時
）
は
、
御
影
公

　

民
館
大
集
会
室
で
申
告
受
付
し
ま
す
。

※
御
影
地
区
の
人
に
つ
い
て
も
役
場
地

　

下
大
会
議
室
で
の
申
告
は
可
能
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
町
民
税
係

　

☎
62
‐
１
１
５
２

固
定
資
産
（
償
却
資
産
）

の
申
告
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
で
、
償
却

資
産
（
事
業
用
資
産
）
を
所
有
さ
れ
る

人
は
、
地
方
税
法
第
383
条
の
規
定
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
申
告
書
を

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

▼
対
象
償
却
資
産

　

耐
用
年
数
が
１
年
以
上
で
、
取
得
価

格
が
10
万
円
以
上
の
事
業
用
機
械
、
備

品
な
ど
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
申
告
期
限

　

令
和
３
年
２
月
１
日

（月）
ま
で

▼
提
出
窓
口

　

税
務
課
、
御
影
支
所

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
資
産
税
係

　
☎
62
‐
１
１
５
２

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

の
受
付
に
つ
い
て

　

令
和
３
～
４
年
度
に
お
い
て
、
清
水

町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
・
設
計
業
務
・

物
品
役
務
の
入
札
参
加
希
望
者
は
次
の

と
お
り
受
付
を
し
ま
す
の
で
、
申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

　

１
月
15
日

（金）
～
２
月
28
日

（日）
必
着

　

※
持
参
の
場
合
は
土
、
日
、
祝
祭
日

　

を
除
く
８
時
45
分
か
ら
17
時
30
分
ま
で
）

▼
提
出
方
法

　

持
参
又
は
郵
送

※
郵
送
で
の
提
出
で
受
領
書
が
必
要
な

　

場
合
は
、
受
領
書
返
信
用
の
封
筒
に

　

切
手
を
貼
っ
た
も
の
を
同
封
す
る
こ
と
）

▼
有
効
期
間　

　

令
和
３
年
４
月
１
日
～
令
和
５
年
３

月
31
日

▼
必
要
な
も
の

【
建
設
工
事
・
設
計
業
務
】

　

北
海
道
市
町
村
統
一
様
式
を
使
用

　

※
一
部
清
水
町
独
自
様
式
を
使
用

【
物
品
役
務
】

　

清
水
町
独
自
様
式
を
使
用

　

そ
の
他
建
設
工
事
・
設
計
業
務
及
び

物
品
役
務
申
請
時
の
必
要
書
類
は
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
清
水
町
独
自
様
式
に
つ
い
て

も
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

▼
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
０
８
９ｰ

０
１
９
２

　

上
川
郡
清
水
町
南
４
条
２
丁
目
２
番
地

　

清
水
町
役
場
総
務
課
契
約
財
産
係

　

☎
62
‐
２
１
１
１

※
提
出
の
際
は
、
必
ず
法
人
名
又
は
個

　

人
名
を
記
入
し
た
市
販
の
紙
フ
ァ
イ

　

ル
等
に
綴
じ
て
提
出
願
い
ま
す
。

医
療
費
控
除
は
明
細
書
の

添
付
が
必
要
で
す
！

　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
領

収
書
の
提
出
に
代
わ
り
に
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
と
な
り

ま
し
た
。

　

医
療
費
の
領
収
書
は
、
自
宅
で
５
年

保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
税
務

署
か
ら
求
め
ら
れ
た
時
は
、
提
示
又
は

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

※
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
の
適
用
を

　

受
け
る
人
は
、「
医
療
費
控
除
の
明

　

細
書
」
を
あ
ら
か
じ
め
作
成
（
記
入

　

等
）
し
、
申
告
の
際
に
持
参
し
て
く

　

だ
さ
い
。

※
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
所
定

　

用
紙
は
、
税
務
課
や
御
影
支
所
な
ど

　

で
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国

　

税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
税
務
課
町
民
税
係

　

☎
62
‐
１
１
５
２

・
帯
広
税
務
署

　

☎
０
１
５
５
‐
24
‐
２
１
６
１

令
和
２
年
分
の
所
得
税

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

　

確
定
申
告
期
間
は
、
２
月
16
日

（火）
か

ら
３
月
15
日

（月）
ま
で
で
す
。（
還
付
の
確

定
申
告
は
１
月
18
日

（月）
か
ら
受
付
け
ま
す
。）

▼
申
告
受
付
場
所

・
帯
広
税
務
署

　

９
時
～
16
時
（
土
日
・
祝
日
は
除
く
。）

　

帯
広
市
西
５
条
南
８
丁
目

　

帯
広
第
２
地
方
合
同
庁
舎

・
役
場
税
務
課

　

８
時
45
分
～
17
時
30
分
（
土
日
・
祝

　

日
は
除
く
。）

　

●
２
月
16
日

（火）
～
３
月
15
日

（月）
は
役

　
　

場
の
地
下
大
会
議
室
で
受
付
け
ま
す
。

　

●
３
月
４
日

（木）　

13
時
～
16
時
と
、

　
　

３
月
５
日

（金）　

10
時
～
12
時
は
御

　
　

影
公
民
館
の
大
集
会
室
で
も
受
付

　
　

け
し
ま
す
。

▼
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
て
感
染
防
止
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
パ
ソ

コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
、

所
得
税
、
消
費
税
、
贈
与
税
の
申
告
書

を
作
成
し
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）

又
は
印
刷
し
て
郵
送
で
税
務
署
に
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

感
染
防
止
の
た
め
、
ご
自
宅
で
の
申

告
書
作
成
・
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
税
務
課
町
民
税
係

　
☎
62
‐
１
１
５
２

・
帯
広
税
務
署

　
☎
０
１
５
５
‐
24
‐
２
１
６
１
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税
申
告
時
の
感
染
予
防
対
策

に
つ
い
て

　

町
道
民
税
申
告
及
び
所
得
税
確
定
申

告
は
、
２
月
16
日

（火）
か
ら
３
月
15
日

（月）

の
期
間
、
各
申
告
受
付
場
所
で
受
け
付

け
ま
す
。

　

例
年
、
役
場
地
下
大
会
議
室
で
は
次

の
日
時
で
混
雑
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す

の
で
、
３
密
を
避
け
る
た
め
に
来
場
日

時
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

①
２
月
16
日
、
２
月
17
日

②
清
水
地
区
受
付
員
減
少
日
の
３
月
４

　

日
、
３
月
５
日

③
各
受
付
日
の
午
前
中

※
所
得
税
の
還
付
申
告
は
、
２
月
16
日

　

を
待
た
ず
に
受
け
付
け
で
き
ま
す
。（
２

　

月
15
日
以
前
の
役
場
で
の
申
告
は
、

　

税
務
課
で
受
け
付
け
す
る
予
定
で
す
。）

▼
お
越
し
の
際
の
留
意
事
項

　

当
日
、
発
熱
（
37
・
５
度
以
上
）
な

ど
の
風
邪
症
状
、
倦
怠
感
等
が
み
ら
れ

る
場
合
は
、
ご
来
場
を
お
控
え
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
来
場
の
際
は
検
温
や
手
指

消
毒
、
マ
ス
ク
の
着
用
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
町
民
税
係

　

☎
62
‐
１
１
５
２

納
税
だ
よ
り

　

今
月
の
納
期
限　

２
月
１
日
（月）

◆
国
民
健
康
保
険
税
（
７
期
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
７
期
）

　

税
金
・
使
用
料
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

税
金
の
滞
納
は
、
納
期
限
内
に
納
税

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
大
多
数
の
納
税

義
務
者
の
皆
さ
ん
と
の
公
平
性
を
欠
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
指
定
さ
れ
た
納
期

中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の

作
文
」
コ
ン
ク
ー
ル
入
選
作
品

清
水
町
長
賞

税
に
つ
い
て

　
清
水
中
学
校
３
年　

宮
川　

琉
薫

　

み
な
さ
ん
は
、
税
金
は
い
る
と
思
い

ま
す
か
。
僕
は
税
金
は
い
ら
な
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
社
会
科
の
租

税
教
室
を
通
し
て
、
僕
は
税
金
は
い
る

も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
租
税
教

室
を
通
し
て
税
金
に
つ
い
て
考
え
た
こ

と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
一
つ
目
は
、
税
金
は
主
に
約

50
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

中
で
も
、
特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

み
ん
な
同
額
の
消
費
税
、
特
定
の
人
か

　

帯
広
税
務
署
管
内
の
８
中
学
校
か
ら

309
編
の
応
募
が
あ
っ
た
中
か
ら
、
清
水

町
の
生
徒
４
名
が
入
選
し
ま
し
た
。
そ

の
入
選
作
品
を
掲
載
し
ま
す
。

ら
集
め
る
自
動
車
税
と
固
定
資
産
税
、

酒
税
、
た
ば
こ
税
、
み
ん
な
同
率
の
法

人
税
、
お
金
持
ち
か
ら
は
多
く
取
る
所

得
税
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
税
金

に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
消
費
税
で
す
。
消
費
税
と
は
、

商
品
・
製
品
の
販
売
や
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
な
ど
の
取
引
に
対
し
て
広
く
公
平
に

課
税
さ
れ
る
税
で
、
消
費
者
が
負
担
し

事
業
者
が
納
付
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

次
は
自
動
車
税
と
固
定
資
産
税
、
酒

税
、
た
ば
こ
税
で
す
。
ま
ず
自
動
車
税

と
は
、
自
動
車
の
所
有
者
に
対
し
て
毎

年
か
か
る
税
で
、
用
途
や
総
排
気
量
に

よ
っ
て
税
金
が
決
ま
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

次
に
固
定
資
産
税
と
は
、
土
地
や
建

物
、
償
却
資
産
な
ど
に
か
か
る
税
で
、

市
町
村
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
な
ど
に

所
有
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
人
が

支
払
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

次
に
酒
税
、
た
ば
こ
税
と
は
、
お
酒

や
た
ば
こ
の
販
売
価
格
に
含
ま
れ
て
い

る
税
で
、
主
に
購
入
者
が
支
払
う
も
の

だ
が
、
た
ば
こ
税
は
製
造
た
ば
こ
を
製

造
し
た
業
者
ま
た
は
引
き
取
り
者
に
も

課
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

次
は
法
人
税
で
す
。
法
人
税
と
は
、

主
に
株
式
会
社
や
協
同
組
合
な
ど
の
法

人
が
事
業
活
動
を
通
じ
て
得
た
各
事
業

年
度
の
所
得
に
か
か
る
税
金
で
す
。

　

最
後
に
所
得
税
で
す
。
所
得
税
と
は
、

収
入
か
ら
所
得
控
除
と
い
う
も
の
を
引

い
た
金
額
に
対
し
て
一
定
の
税
率
で
課

さ
れ
る
税
金
で
、
毎
月
、
給
与
明
細
の

控
除
の
欄
で
給
与
か
ら
差
し
引
か
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
税
金
の
よ
う
に
、
色
々
な
種

類
の
税
金
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
人
で

も
多
く
の
人
が
公
平
と
思
え
る
様
に
工

夫
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

　

次
に
、
二
つ
目
は
、
税
金
は
何
に
使

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
税
金

の
使
い
道
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
と
こ

ろ
、
一
番
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

社
会
保
障
で
し
た
。
社
会
保
障
と
い
う

の
は
、
国
が
国
民
の
生
活
を
支
え
る
た

め
に
つ
く
ら
れ
た
制
度
で
年
金
、
医
療

費
、
介
護
、
子
育
て
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

二
番
目
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

国
の
借
金
を
返
す
こ
と
や
、
借
金
の
利

子
を
払
う
た
め
の
国
債
費
で
す
。
三
番

目
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
都
道

府
県
や
市
区
町
村
に
配
る
地
方
交
付
税

交
付
金
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
使
い
道
か
ら
、
国
民
が

税
金
を
納
め
る
こ
と
は
、
国
民
み
ん
な

が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
必
要
な
義

務
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
税
金
に
つ
い
て
の
ま
と
め

清
水
町
長
賞

身
近
な
消
費
税

　
清
水
中
学
校
３
年　

藤
井　

翔
理

　

税
金
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
主
に
50

種
類
。
そ
の
中
で
も
私
の
よ
う
な
中
学

生
が
日
常
で
身
近
な
も
の
で
は
消
費
税

が
あ
る
。
消
費
税
と
は
消
費
に
課
さ
れ

る
租
税
の
こ
と
だ
。
現
在
の
消
費
税
率

は
10
％
だ
が
今
に
至
る
ま
で
、
１
９
８

９
年
に
３
％
（
創
設
）
１
９
９
７
年
に

５
％
、
２
０
１
４
年
に
８
％
、
そ
し
て

２
０
１
９
年
か
ら
現
在
ま
で
10
％
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
私

の
中
で
浮
か
ん
だ
。

　

一
つ
目
は
な
ぜ
消
費
税
が
必
要
な
の

か
、
と
い
う
疑
問
だ
。
こ
の
疑
問
は
租

税
教
室
で
解
消
し
た
。
主
に
四
つ
に
分

か
れ
て
お
り
、
一
つ
目
は
年
金
の
給
付
。

二
つ
目
は
子
育
て
支
援
、
医
療
、
介
護

な
ど
。
三
つ
目
は
、
税
率
引
き
上
げ
の

影
響
に
よ
る
経
費
増
へ
の
対
応
。
四
つ

目
は
、
将
来
の
借
金
の
軽
減
だ
。
こ
の

中
で
も
と
く
に
着
目
し
た
の
は
、
二
つ

目
だ
。
消
費
税
が
な
く
な
っ
た
ら
生
活

は
ど
う
な
る
の
か
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

を
通
し
て
知
っ
た
。
消
費
税
が
な
く
な

る
と
、
消
防
車
や
救
急
車
が
有
料
に
な

り
、
呼
べ
な
く
な
っ
た
り
、
ご
み
収
集

が
な
く
ご
み
で
町
が
よ
ご
れ
た
り
、
医

療
費
が
高
す
ぎ
て
、
病
院
に
行
け
な
く

な
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
今
の
私
た
ち

に
は
考
え
ら
れ
な
い
生
活
に
な
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
消
費
税
が
必
要
不

可
欠
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

次
に
二
つ
目
の
疑
問
だ
。
二
つ
目
に

は
な
ぜ
今
に
至
る
ま
で
、
消
費
税
は
増

税
さ
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
だ
。

消
費
税
は
必
要
不
可
欠
な
の
は
わ
か
っ

た
の
で
な
ぜ
増
税
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
か
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
理
由
は
複

数
あ
る
が
私
が
一
番
注
目
し
た
の
は
、

社
会
保
障
の
財
源
確
保
の
た
め
と
い
う

理
由
だ
。
日
本
は
今
、
人
口
の
20
％
を

65
歳
以
上
が
占
め
て
い
る
状
況
で
、
今

ま
で
も
、
ど
ん
ど
ん
高
齢
化
が
進
ん
で

き
て
い
た
こ
と
か
ら
、
主
に
年
金
、
医

療
費
が
大
き
な
課
題
だ
っ
た
。
消
費
税

増
税
に
は
、
安
定
し
た
税
収
の
た
め
だ

け
で
な
く
、
今
の
日
本
が
抱
え
て
い
る

大
き
な
問
題
、
少
子
高
齢
化
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

し
か
し
一
方
で
、
増
税
を
く
り
返
す

と
、
消
費
活
動
（
買
い
物
）
が
消
極
化

し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、

今
回
の
８
％
か
ら
10
％
へ
の
増
税
だ
と
、

金
額
の
１
割
が
上
乗
せ
さ
れ
、
特
に
高

額
な
商
品
、
家
や
車
な
ど
は
、
増
税
前

に
購
入
し
た
り
、
購
入
を
見
送
っ
た
り

す
る
人
が
ふ
え
る
。
こ
の
よ
う
に
国
民

の
消
費
活
動
が
消
極
化
す
る
と
、
十
分

な
税
収
が
見
込
め
な
い
可
能
性
が
あ
る

の
だ
。

　

今
回
の
租
税
教
室
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
の
調
べ
を
通
し
て
、
消
費
税
の

必
要
性
と
、
増
税
に
つ
い
て
よ
く
知
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
中
で
私
の
中

で
の
意
識
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
普
段

買
い
物
を
す
る
時
、「
消
費
税
高
い
な
ぁ
」

と
思
い
、
税
率
が
下
が
っ
て
ほ
し
い
と

よ
く
思
っ
て
い
い
た
が
、
そ
れ
は
、
日

本
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
結
び
つ
い
て

お
り
、
私
た
ち
の
生
活
に
必
要
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
税
金

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
た
。

　

自
分
が
医
療
を
う
け
ら
れ
る
こ
と
、

き
れ
い
な
町
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が

税
金
の
お
か
げ
で
あ
る
こ
と
を
心
に
と

め
、
生
活
し
て
い
き
た
い
。

限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
納
期
内
に
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、

　

分
割
納
付
の
相
談
、
又
は
猶
予
制
度

　

を
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

　

で
放
置
せ
ず
に
税
務
課
納
税
係
ま
で

　

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
納
税
係　

☎
62
‐
１
１
５
２

で
す
。
税
金
と
は
、
国
民
全
員
が
納
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
度
で
公
平
な
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
で
す
。

し
か
し
、
納
税
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
だ
と

は
思
わ
ず
に
、
税
金
の
使
い
道
を
し
っ

か
り
と
理
解
す
る
こ
と
も
、
納
税
者
の

義
務
だ
と
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。
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路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

冬
期
間
の
路
上
駐
車
は
、
除
雪
作
業

の
妨
げ
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
雪
に
埋
も
れ
た
車
に
気
付
か

ず
に
接
触
し
て
し
ま
う
こ
と
や
、
近
所

間
で
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
消
防
車
や
救
急
車
と
い
っ

た
緊
急
車
両
の
通
行
が
で
き
な
く
な
り
、

命
に
関
わ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

路
上
駐
車
に
限
ら
ず
、
歩
道
上
で
の

駐
車
も
、
通
学
路
を
ふ
さ
い
で
し
ま
い
、

子
ど
も
た
ち
が
歩
道
を
歩
け
な
い
状
態

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
歩
道
上
で
の
駐
車
は
交
通
違

反
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

歩
道
上
で
の
駐
車
、
長
時
間
の
路
上

駐
車
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課
住
民
活
動
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１

　

建
設
課
土
木
係

　

☎
62
‐
２
１
１
３

清
水
町
長
賞

私
達
が
決
め
る
税
金

　
清
水
中
学
校
３
年　

牧
野　

愛
良

　

私
は
租
税
教
室
で
税
金
の
こ
と
を
教

え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
学
ん
だ

こ
と
や
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
を

述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

税
金
は
七
百
一
年
か
ら
の
し
く
み
で
、

ゴ
ミ
の
収
集
や
処
理
、
警
察
、
消
防
、

教
育
費
、
公
共
施
設
な
ど
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
に
用
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
私
は

税
金
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
あ
と
そ
れ
だ
け
で
な

く
税
金
は
年
金
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
も

使
わ
れ
て
い
る
そ
う
な
の
で
す
。
五
十

種
類
以
上
も
あ
る
税
金
の
中
で
今
は
消

費
税
く
ら
い
し
か
払
っ
て
い
な
い
私
で

す
が
税
金
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
年
を

取
っ
て
働
け
な
く
な
っ
た
方
た
ち
を
救

え
る
の
で
す
。
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る

日
本
で
彼
ら
を
救
う
の
は
こ
れ
か
ら
の

日
本
を
担
う
私
達
、
学
生
な
の
だ
と
思

い
ま
し
た
。

　

将
来
税
金
を
払
う
た
め
の
正
し
い
知

識
を
身
に
つ
け
る
た
め
ほ
か
に
も
色
々

な
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

税
に
は
い
ろ
い
ろ
な
は
た
ら
き
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
所
得
の
格
差
を
縮

め
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

所
得
の
多
い
人
に
は
大
き
な
負
担
で
、

所
得
の
少
な
い
人
に
は
小
さ
な
負
担
に

な
る
と
い
う
は
た
ら
き
で
す
。
こ
れ
を

累
進
課
税
制
度
と
い
う
の
で
す
が
こ
れ

に
よ
っ
て
儲
か
っ
て
い
る
人
、
貧
し
い

人
の
差
が
縮
ま
り
平
等
に
な
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
税
は
、
景
気
の
変
動
を
ゆ

る
や
か
に
し
て
く
れ
る
は
た
ら
き
が
あ

り
ま
す
。
景
気
が
良
い
と
き
は
税
の
負

担
が
増
え
、
景
気
が
良
く
な
り
す
ぎ
る

の
を
お
さ
え
て
く
れ
ま
す
。
逆
に
景
気

が
悪
い
と
き
に
は
税
の
負
担
が
減
る
の

で
景
気
を
よ
く
す
る
動
き
が
強
く
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
景
気
の
不
安
定
を
防
い
で
い
る
の
で

す
。
私
は
税
金
を
払
っ
て
終
わ
り
で
は

な
く
裏
で
も
し
っ
か
り
と
は
た
ら
き
が

あ
る
こ
と
を
知
り
驚
き
ま
し
た
。

　

で
す
が
い
い
所
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
、
日
本
で
は
税
金
で
ま
か
な
い

き
れ
て
い
な
い
国
の
歳
入
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
借
金
を
し
て
ま
か
な
っ
て
い
ま

す
。
で
す
が
そ
の
借
金
は
年
々
多
く
な

っ
て
い
ま
す
。
す
る
と
だ
ん
だ
ん
と
税

金
も
増
え
て
い
き
、
国
民
の
負
担
が
大

き
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
な

る
と
脱
税
を
す
る
人
も
現
れ
ま
す
。
平

成
30
年
に
は
120
件
も
告
発
さ
れ
て
い
ま

す
。
な
の
で
私
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

を
せ
ず
に
国
民
全
員
で
協
力
し
合
う
こ

と
が
大
切
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。

　

税
金
は
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
ま
っ

た
く
違
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
な
く

て
も
い
い
と
不
必
要
に
思
う
人
も
い
れ

ば
、
税
金
に
よ
っ
て
生
活
が
で
き
て
い

る
人
、
税
金
が
お
給
料
の
人
、
き
っ
と

私
が
思
っ
て
い
る
よ
り
も
税
金
は
私
た

ち
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
も
の
な
ど
だ
と

思
い
ま
す
。
な
の
で
こ
れ
か
ら
私
は
、

税
金
は
国
の
も
の
で
あ
り
国
の
た
め
に

払
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
か
ら
自
分
の

生
活
を
支
え
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な

存
在
だ
と
い
う
意
識
に
変
え
て
い
こ
う

と
思
い
ま
す
。

清
水
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会
会
長
賞

税
に
つ
い
て

　
清
水
中
学
校
３
年　

脇
坂　

琉
生

　

私
は
、
今
回
の
租
税
教
室
が
行
わ
れ

る
ま
で
税
金
の
事
を
考
え
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
。
税
金
を
も
っ
と
払
い
た
い

と
思
う
わ
け
で
も
な
く
、
税
金
な
ん
て

無
く
な
れ
ば
い
い
と
思
う
こ
と
も
な
か

っ
た
。
で
も
租
税
教
室
を
通
し
て
な
ぜ

税
金
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、

無
く
な
る
と
社
会
は
ど
う
な
っ
て
し
ま

う
の
か
、
主
に
何
種
類
の
税
金
が
あ
る

の
か
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

　

な
ぜ
税
金
は
払
わ
な
く
て
は
い
け
な

い
の
か
。
そ
れ
は
二
つ
理
由
が
あ
り
一

つ
目
の
理
由
は
安
心
、
安
全
に
生
活
し

た
り
、
学
校
に
来
る
た
め
に
は
税
金
が

必
要
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
。
二
つ
目

の
理
由
は
税
金
の
無
い
国
は
、
自
分
で

安
心
や
安
全
を
買
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、

今
の
日
本
で
は
そ
れ
を
望
ん
で
い
な
い

か
ら
だ
。
こ
の
二
つ
の
理
由
を
聞
い
て

私
は
税
金
を
払
わ
な
く
て
は
い
け
な
い

の
だ
と
思
っ
た
。

　

次
に
税
金
が
無
く
な
る
と
社
会
は
ど

う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
税
金
が
無
く

な
る
と
、
先
ほ
ど
の
二
つ
目
の
理
由
に

も
書
い
た
通
り
自
分
で
安
心
や
安
全
を

買
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
か
ら
だ
。
そ

の
他
に
も
泥
棒
の
被
害
に
あ
っ
た
と
き

な
ど
に
は
警
察
に
お
金
を
払
わ
な
く
て

は
い
け
な
い
、
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き

に
も
消
防
に
お
金
を
払
わ
な
く
て
は
い

け
な
い
、
ゴ
ミ
は
持
っ
て
行
っ
て
く
れ

ず
周
り
に
置
き
っ
ぱ
な
し
な
ど
と
い
う

事
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
事

が
税
金
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
出
て

き
て
し
ま
う
。

　

税
金
に
は
主
な
税
金
だ
け
で
も
五
十

種
類
も
あ
る
と
い
う
事
が
わ
か
っ
た
。

例
え
ば
大
人
に
な
っ
た
ら
車
が
欲
し
い

と
い
う
場
合
、
国
へ
「
消
費
税
」、「
揮

発
油
税
」
な
ど
を
払
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
北
海
道
に
は
「
自
動
車
税
」「
地

方
消
費
税
」
を
市
町
村
に
は
「
軽
自
動

車
税
」
な
ど
を
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
他
に
も
家
や
会
社
が
欲
し
い
、
作

ろ
う
と
な
っ
た
場
合
に
は
消
費
税
は
も

ち
ろ
ん
、「
印
紙
税
」「
固
定
資
産
税
」「
法

人
税
」「
事
業
税
」「
住
民
税
」
な
ど
を

払
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

を
知
れ
た
。

　

税
金
を
公
平
に
集
め
る
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば

国
に
必
要
な
予
算
は
300
万
円
。
Ａ
さ
ん

は
毎
年
700
万
円
、
Ｂ
さ
ん
に
は
250
万
円
。

Ｃ
さ
ん
に
は
50
万
円
払
っ
て
も
ら
う
と

す
る
と
Ａ
さ
ん
は
210
万
円
、
Ｂ
さ
ん
は

75
万
円
、
Ｃ
さ
ん
は
10
万
円
払
っ
て
も

ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
公
平
に
払
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
今
回
の
租
税
教

室
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
税
金

は
必
要
不
可
欠
な
の
か
、
払
わ
な
く
て

は
い
け
な
い
の
か
。
税
金
が
無
く
な
っ

て
し
ま
う
と
国
全
体
は
ど
う
な
っ
て
し

ま
う
の
か
、
主
な
税
金
だ
け
で
も
五
十

種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
家

を
買
う
の
に
も
、
会
社
を
作
る
の
に
も

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
る
の
に
も
税
金
が

か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
た
。
他
に

も
税
金
は
税
法
に
則
っ
て
集
め
て
い
る

こ
と
や
税
法
は
、
国
会
や
議
会
で
決
め

る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
議
員
は
選
挙
で

決
め
て
い
る
た
め
、
税
金
を
決
め
て
い

る
の
は
自
分
達
と
い
う
こ
と
も
知
れ
た
。

自
分
達
が
将
来
な
り
た
い
職
業
に
も
税

金
が
か
か
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
た
。

自
分
達
が
将
来
税
金
で
困
る
こ
と
の
無

い
よ
う
選
挙
で
も
よ
く
考
え
て
投
票
す

る
こ
と
が
一
番
大
切
だ
と
思
っ
た
。

水
道
の
管
理
に
つ
い
て

お
客
様
の
財
産
で
す
！

　

水
道
メ
ー
タ
ー
か
ら
蛇
口
ま
で
の
配

管
等
は
、
お
客
様
の
財
産
で
す
の
で
、

ご
自
身
の
管
理
と
な
り
ま
す
。

　

ト
イ
レ
や
風
呂
、
台
所
な
ど
の
水
道

管
や
蛇
口
か
ら
水
が
漏
れ
て
い
る
の
を

知
り
な
が
ら
放
置
し
た
り
、
町
が
指
定

し
て
い
る
給
水
設
備
指
定
業
者
等
に
依

頼
し
て
修
理
を
し
な
か
っ
た
時
な
ど
は

そ
の
漏
水
分
も
含
め
て
料
金
が
か
か
り

ま
す
。

い
つ
も
よ
り
使
用
水
量
が
多
い
！
？

　

毎
月
１
回
定
期
的
に
水
道
メ
ー
タ
ー

の
検
針
に
伺
い
、「
水
道
使
用
量
の
お

知
ら
せ
」
を
投
函
し
て
い
ま
す
。

　

使
用
水
量
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、

検
針
期
間
中
に
蛇
口
の
閉
め
忘
れ
や
家

族
の
帰
省
な
ど
の
原
因
以
外
で
水
量
が

増
え
る
要
因
が
な
い
の
に
、
使
用
量
が

増
え
て
い
れ
ば
漏
水
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
水
道
課
か

ら
漏
水
調
査
に
伺
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
業
務
係　

☎
62
‐
１
１
５
４

小
・
中
学
校
の
新
１
年
生
に

就
学
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

◆
小
学
生
の
就
学
通
知

　

令
和
３
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
さ

れ
る
児
童
が
い
る
保
護
者
に
対
し
、
１

月
下
旬
に
、「
就
学
通
知
書
」
を
送
付

し
ま
す
。　

　

対
象
は
、
町
に
住
民
登
録
し
て
い
る

平
成
26
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
27
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童
で
す
。

　

現
在
の
住
所
地
で
住
民
登
録
し
て
い

な
い
ご
家
庭
に
は
、
通
知
書
を
送
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
届
か
な

い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
中
学
生
の
就
学
通
知

　

令
和
３
年
４
月
に
中
学
校
へ
入
学
さ
れ

る
生
徒
が
い
る
保
護
者
に
対
し
、
１
月
下

旬
に
「
就
学
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
私
立
中
学
校
へ
入
学
す
る
場

合
は
、
そ
の
学
校
の
入
学
許
可
証
を
学

校
教
育
課
学
校
教
育
係
ま
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　

☎
62
‐
５
１
３
８
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要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
の

所
得
税
・
地
方
税
上
の
障
害

者
控
除
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
法
に
よ
る
要
支
援
及
び
要

介
護
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
で
、
認

知
症
や
障
が
い
の
日
常
生
活
自
立
度
が

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

人
も
、
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
人
に
は
、
年
末
調
整
又
は

確
定
申
告
す
る
際
に
使
用
す
る
「
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
交
付
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

　

☎
69
‐
２
２
２
２　

２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日
で
す

　

１
月
21
日
か
ら
２
月
20
日
は
「
北
方

領
土
の
日
」
特
別
啓
発
期
間
で
す
。

　

歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
及
び

択
捉
島
で
構
成
さ
れ
る
北
方
四
島
は
、

本
来
日
本
の
領
土
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

未
だ
、
領
土
問
題
は
未
解
決
で
あ
る

た
め
、
早
期
解
決
に
向
け
署
名
コ
ー
ナ

ー
を
設
置
し
ま
す
。
み
な
さ
ま
の
ご
署

名
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
署
名
コ
ー
ナ
ー
設
置
期
間
・
場
所
】

　

期
間
：
１
月
21
日

（木）
～
２
月
22
日

（月）

　

場
所

　

・
町
民
生
活
課
住
民
活
動
係

　

・
ま
ち
づ
く
り
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
役
場
）

　

・
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階
ロ
ビ
ー

　

・
文
化
セ
ン
タ
ー

　

・
図
書
館

　

・
御
影
支
所

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課
住
民
活
動
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１

子育て支援センター事業について 

■げんきひろば　 9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■御影げんきひろば　10：00～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■ＰＭげんき　13：30～15：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
※げんきひろばのスペースを開放します。

■げんき・よちよちひろば　9：30～11：30
※０歳～おおむね１歳半までの子とその保護者
　　　　が対象です。

■ベビーマッサージ　11：00～11：30
※おおむね生後１か月から
※持ち物　バスタオル、小さめのレジャーシー
　　　　　ト（おしっこ防水シート）、おむつ

■ファミリーデー　9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
◎会場は、保健福祉センターです。
◎御影げんきひろばの会場は御影公民館です。
◎詳しくは、子育て支援センター（☎69-2226）
　までお問い合わせください。
◎第５週目はお休みです。

御影げんき

げんき

ベビマ

よちよち

ＰＭげんき

ファミリー

　令和３年２月の子育て支援センター事業を次のとおり行います。

子育て支援センター事業カレンダー
令和３年２月

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

ファミリー
御影げんき

ＰＭげんき

げんき

げんき

ＰＭげんき

げんき

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち

げんき

ＰＭげんき

御影げんき

げんき げんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち げんき

ＰＭげんき

げんき

ＰＭげんき

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
と
は
、
裸
の
あ

か
ち
ゃ
ん
の
全
身
を
優
し
く
マ
ッ
サ
ー

ジ
す
る
も
の
で
す
。
お
子
さ
ん
の
発
育

や
情
緒
の
発
達
を
う
な
が
す
効
果
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
育
児
の
ス
ト
レ
ス
を
や
わ
ら

げ
、
楽
し
く
お
子
さ
ん
と
向
き
合
う
時

間
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

目
と
目
を
合
わ
せ
な
が
ら
の
優
し
い

タ
ッ
チ
で
お
子
さ
ん
へ
「
大
好
き
」
の

気
持
ち
を
伝
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
対
象　

お
お
む
ね
生
後
１
か
月
か
ら

▼
日
時　

毎
月
第
１
～
４
木
曜
日
（
第
５

週
目
は
お
休
み
で
す
）
11
時
～
11
時
30
分

▼
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
持
ち
物　

　

バ
ス
タ
オ
ル
、
小
さ
め
の
レ
ジ
ャ
ー
シ

ー
ト
（
お
し
っ
こ
防
水
シ
ー
ト
）、
オ
ム
ツ

▼
そ
の
他　

　

事
前
申
し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

参
加
は
無
料
で
す
。

　

参
加
回
数
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　

☎
69
‐
２
２
２
６

定期
の

予防
接種

４種混合（ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ）、２種混合（ジ
フテリア・破傷風）不活化ポリオ、
ヒブ、小児用肺炎球菌、ロタウ
イルス、麻しん（はしか）風し
ん混合（ＭＲ）、Ｂ型肝炎、水痘（水
ぼうそう）、日本脳炎、子宮頸が
ん予防、高齢者のインフルエン
ザ、高齢者の肺炎球菌

任意
の

予防
接種

おたふくかぜ、妊婦及び高校生
以下のインフルエンザ
（保護者と本人が医師と相談し、
ワクチンの効果や副反応につい
て、十分理解した上で接種するか
否かを決めてください。）

接種
医療
機関

清水赤十字病院、だい内科医院、
前田クリニック（ロタウイルス
以外）、御影診療所（ロタウイル
ス、妊婦のインフルエンザ以外）
なお、啓仁会病院は高校生相当の
人と高齢者、妊婦のインフルエン
ザ、高齢者の肺炎球菌のみ実施し
ています。

接種
料金

高齢者の肺炎球菌は、町が一部負
担します。
その他の予防接種は、町が全額負
担します。

２月の健康カレンダー
日　　時 対象 会場

乳幼児
健康相談 18日（木）13 時～ 16 時 乳幼児 保健福祉

センター
２か月児

相談 25日（木）10時～ 令和２年12月生 保健福祉
センター

乳児健診・
ＢＣＧ 24日（水）

13時～
13時 15分受付 令和２年９月生 保健福祉

センター13時 15分～
13時30分受付 令和２年３月生

７～８か月児
相談（ブック
スタート）

16日（火）９時 30 分～
９時 45分受付 令和２年６～７月生 保健福祉

センター

３歳児健診 17日（水）13 時～
13時 15分受付

平成29年11月６日
　 ～ 12月 15日生

保健福祉
センター

ママパパ学級
２日（火）
６日（土）
10日（水）
19日（金）

時間は別途、
対象の人へ通
知します

妊婦とその夫 保健福祉
センター

巡回ドック
結果説明会

４日（木）
５日（金）

時間は別途、
対象の人へ通
知します

１月巡回ドック受
診者

保健福祉
センター

健康づくり
運動教室

１日（月）
８日（月）
15日（月）
22日（月）

9時 45 分～
11 時 30 分 一般町民 保健福祉

センター

＜予防接種＞
　事前に接種医療機関へ予約してください。

※骨粗しょう症検診を毎週水曜日に清水赤十字病院で行っています。
　対象は、18歳以上の女性です。前日までに病院にお申込みくだ
　さい。（清水赤十字病院☎62-2513）

※こころの健康相談を保健所で、毎月第２水曜日と毎月第４木曜
　日に行っています。ご本人やご家族からの相談をお受けします。
　予約制ですので、帯広保健所又は保健福祉センター窓口までご
　連絡ください（専用電話0155-21-9110）。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
対
策
生
活
支
援
（
光
熱
費
）

助
成
事
業
を
実
施
し
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
を
受
け
て
、
感
染
防
止
の
基
本
的
生

活
様
式
の
一
つ
と
し
て
、「
こ
ま
め
に

換
気
」
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

例
年
以
上
に
各
家
庭
で
の
灯
油
等
の
燃

料
消
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

町
で
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
、
ひ

と
り
親
世
帯
の
う
ち
低
所
得
者
世
帯
に

対
し
、
冬
期
間
の
生
活
の
不
安
を
取
り

除
き
、
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
灯
油
購
入
費
等
の
一
部
を
助
成
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

助
成
事
業
の
対
象
と
な
ら
れ
る
世
帯

は
申
請
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
世
帯

　

令
和
２
年
度
の
町
民
税
が
世
帯
員
全

員
非
課
税
で
あ
り
、
令
和
２
年
12
月
１

日
現
在
、
清
水
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て

い
る
次
の
①
～
③
の
世
帯
が
助
成
対
象

で
す
。

　

た
だ
し
、
①
～
③
に
該
当
し
た
場
合

で
も
、
社
会
福
祉
施
設
入
所
（
ケ
ア
ホ

ー
ム
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
含
み
ま
す
。）

や
長
期
入
院
患
者
等
で
不
在
の
世
帯
、

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
は
除

き
ま
す
。

　

①
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
65

　
　

歳
以
上
と
な
る
者
の
独
居
世
帯
又

　
　

は
満
65
歳
以
上
の
者
の
み
で
構
成

　
　

さ
れ
る
世
帯

　

②
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
・
２
級
）、

　
　

療
育
手
帳
（
Ａ
判
定
）、
精
神
障

　
　

害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）
又

　
　

は
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

　
　

受
給
者
証
を
所
持
す
る
者
が
構
成

　
　

員
に
い
る
世
帯

　

③
満
18
歳
以
下
の
児
童
（
令
和
３
年

　
　

３
月
31
日
現
在
）
を
扶
養
し
て
い

　
　

る
ひ
と
り
親
（
母
子
・
父
子
）

▼
助
成
金
額

・
灯
油
使
用
世
帯

　

灯
油
１
万
円
分
（
購
入
助
成
券
）

・
灯
油
以
外
使
用
世
帯　

　

ハ
ー
モ
ニ
ー
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
１
万
円
分

▼
助
成
方
法

　

助
成
申
請
書
を
郵
送
で
提
出
い
た
だ

い
た
後
に
審
査
を
行
い
、
対
象
と
な
っ

た
場
合
は
、
交
付
決
定
世
帯
に
灯
油
購

入
助
成
券
（
１
万
円
券
を
１
枚
又
は
千

円
券
を
10
枚
）
又
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
ギ
フ

ト
カ
ー
ド
１
万
円
分
を
交
付
し
ま
す
。

　

助
成
券
は
灯
油
購
入
の
際
に
、
購
入

代
金
の
一
部
と
し
て
灯
油
販
売
店
（
町

内
業
者
に
限
る
。）
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
先

　

令
和
３
年
２
月
19
日
（金）
ま
で
に
保
健

福
祉
課
福
祉
係
へ
郵
送
に
て
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他

・
感
染
予
防
対
策
の
た
め
、
申
請
時
の

　
「
密
」
を
回
避
す
る
よ
う
に
、
対
象

　

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
世
帯
に
は
案

　

内
や
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

　

世
帯
で
案
内
が
届
か
な
い
場
合
は
、

　

お
手
数
で
す
が
、
保
健
福
祉
課
福
祉

　

係
ま
で
ご
連
絡
願
い
ま
す
。

・
個
人
情
報
の
関
係
か
ら
、
該
当
世
帯

　

と
な
る
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
、
電

　

話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
に
は
お
答
え

　

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

　

☎
69
‐
２
２
２
２　

　

２
月
の
展
示
は
、
町
内
在
住
の
村
上

俊
彦
さ
ん
の
作
品
展
で
す
。

　

村
上
さ
ん
に
よ
る
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ

ー
ル
展
は
20
回
目
で
、
こ
こ
一
年
間
で

描
い
た
花
の
油
彩
画
を
中
心
に
展
示
し

ま
す
。

　

バ
ラ
、
牡
丹
、
芍
薬
な
ど
色
鮮
や
か

な
花
々
が
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
を
彩

り
、
一
足
早
く
春
の
訪
れ
を
感
じ
ら
れ

る
作
品
展
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。　

『
開
館
30
周
年
記
念　

村
上
俊
彦
油
彩

画
展　

花
・
花
・
花
…
』

▼
展
示
期
間

　

２
月
１
日

（月）
～
２
月
27
日

（土）

　

10
時
～
18
時

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

図
書
館　

☎
62
‐
３
０
３
０

２
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展

の
ご
案
内

　

絵
本
や
紙
芝
居
な
ど
季
節
に
あ
わ
せ

た
楽
し
い
お
は
な
し
を
ご
用
意
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
と
し
て
、
参
加
す
る
際
は

マ
ス
ク
の
着
用
と
受
付
で
の
お
名
前
と

連
絡
先
の
記
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

２
月
27
日

（土）

　

11
時
30
分
～
12
時
ま
で

▼
定
員　

15
名

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

図
書
館　

☎
62
‐
３
０
３
０

お
は
な
し
会
に

お
越
し
く
だ
さ
い

　

図
書
館
職
員
が
出
張
し
て
お
は
な
し

会
を
開
催
し
ま
す
。
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
楽
し
め
る
お
は
な
し
を
ご
用
意
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
と
し
て
、
参
加
す
る
際
は
、

マ
ス
ク
の
着
用
と
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

受
付
で
の
お
名
前
と
連
絡
先
の
記
入
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

２
月
20
日

（土）

　

13
時
30
分
～
14
時
ま
で

▼
場
所　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

図
書
館　

☎
62
‐
３
０
３
０

出
張
お
は
な
し
会
に

お
越
し
く
だ
さ
い

２月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

図書館カレンダー

はお休み　　 はおはなし会

↑
図
書
館
の
Ｈ
Ｐ
で
も
行

事
の
お
知
ら
せ
が
ご
覧
に

な
れ
ま
す
！

２月
体育館第２競技場利用案内

18：00～19：30 19：30～21：30

清
水
小
学
校　

体
育
館

日

月

火

水 サッカー少年団

木

金

土

18：00～19：30 19：30～21：30

清
水
中
学
校　

体
育
館

日

月

火 サッカー少年団

水 サッカー少年団

木 サッカー少年団

金 剣道少年団

土

卓球協会
毎週　火曜日・木曜日

19：30～21：30
毎週　土曜日

18：00～21：30

卓球少年団
毎週　火曜日・木曜日

18：00～19：30
毎週　土曜日
9：00～13：00

ピンポン同好会
毎週　日曜日～金曜日

10：00～12：00

卓球友の会
毎週　月・水・金曜日

13：30～15：30

吹き矢同好会（仮称）
毎週火曜日

14：00～16：00

剣道少年団
毎週　水曜日・金曜日

18：00～21：30

清水高校卓球部
毎週　月曜日

16：00～20：00
毎週　火～金曜日
16：00～18：00
毎週　土曜日
9：00～13：00

※２月15日（月）は休館日です。

２月学校開放利用案内



お知らせ版 2021.1.15【14】【15】お知らせ版 2021.1.15

[ 各課お知らせチラシ ]

第　１　競　技　場
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

1 月
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレー少年団

2 火
婦人テニスサークル

サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

3 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

4 木
婦人テニスサークル

サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

5 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

6 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

7 日 一 般 開 放

8 月
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレー少年団

9 火
婦人テニスサークル

サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

10 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

11 木
婦人テニスサークル

サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

12 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

13 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

14 日 一 般 開 放

15 月 休　　館　　日

16 火
婦人テニスサークル

サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

17 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

18 木
婦人テニスサークル

サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

19 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

20 土 朝日バレー少年団 一 般 開 放

21 日 一 般 開 放

22 月
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレー少年団

23 火
婦人テニスサークル

サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

24 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

25 木
婦人テニスサークル

サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

26 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

27 土 サッカー協会長杯　フットサル大会（８時開館） 一 般 開 放

28 日 サッカー協会長杯　フットサル大会（８時開館） 一 般 開 放

	 ２月　体育館・第１競技場利用案内	[ 体育館 ☎62-2913]

体育館ご利用のみなさんへ
＊体育館を専用使用したい団体は、３か月前の月の初日
　から５日前まで受付けますので、清水町体育館へお申
　し込みください。
＊自由時間帯は、一般開放予定ですが、団体使用及び大
　会等が入ることがありますので、事前にお問い合わせ
　ください。

※一般開放の時間は、ソフトバレー・バドミントン・卓球等の
　用具を貸し出ししていますのでご利用ください。
※一般開放時間に、サッカーの練習等ボールを蹴る行為はご遠
　慮ください。

大会・行事等
一 般 開 放

団体専用使用
自 由

利用予定は、NPO法人清水町体育協会のブログで随時お知らせしています。「マイとかち　清水町体育協会」で検索してください。

冬期間の雪捨場のお知らせ

◆清水市街地
◇字清水東１線64番地３

◆御影市街地
◇字御影南１線50番地17（桜ヶ丘工業団地内）

清水中学校

セブン
イレブン

変電所
雪捨て場

字清水東１線64番地３

至新得 国道38号線 至帯広

金平川

至鹿追

町
道
　
清
水
本
通
道
路

国
道
２
７
４
号
線

冬期間において、清水・御影市街地に雪捨場をそれぞれ設けますので、ご利用ください。

※雪捨て場には、雪以外のものは捨てないでください。また、雪を捨てるときは、奥から捨て、手前
　に置いていくようなことはしないでください。

雪
捨
て
場

字
御
影
南
１
線
50
番
地
17

至帯広国道38号線至清水

３丁目

ポンサネンコロ川

桜ヶ丘工業団地

御
影
９
号
道
路

至
旭
山

■問い合わせ先　　建設課土木係  ☎６２-2113

保育所や学校の様子が
まちのホームページでご覧いただけます！
　町では、町民総ぐるみで清水町の未来を担う子供たちを育むた
めに、コミュニティ・スクールの仕組みを導入しています！
　町の公式ホームページには、町内の各小中学校の様子をはじめ、
コミュニティ・スクールＮＥＷＳでは保育所・こども園・幼稚園
の様子についても掲載していますので、是非ご覧ください！

　なお、スマートフォンにより、下記のＱＲコードを読み込むと
それぞれ、該当するページが表示されます。

■コミュニティ・スクールＮＥＷＳ（最新号） ■教育指導幹たより（最新号）



お知らせ版 2021.1.15【16】【17】お知らせ版 2021.1.15

[ 各課お知らせチラシ ][ 各課お知らせチラシ ]



お知らせ版 2021.1.15【18】【19】お知らせ版 2021.1.15

[ 各課お知らせチラシ ] [ 各課お知らせチラシ ]

　近年、道内では暴風雪による災害や除雪作業中の死亡事故等が多く発生しています。これから冬本番を向かえ、除雪
等の機会が増えますので、十分にご注意ください。

雪による被害にご注意を！

家の中で安全に過ごすために
◎気象情報に注意して、暴風雪が予想されるときは、外出を避けましょう。

◎日頃から停電に備え、懐中電灯・携帯ラジオ・防寒具・ポータブルストーブ・灯油・非常食・飲料水などを準備して
　おきましょう。

◎ＦＦ式暖房機などを使用している場合は、一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。給排気口付近が雪でふさがれな
いように注意しましょう。

車で外出するときに気をつけること
◎携帯電話を忘れずに所持！

◎車が立ち往生する可能性があるので、防寒着・長靴・手袋・スコップ・けん引ロープなどを車に用意するとともに、　
　十分に燃料があることを確認して出かけましょう。また、万一に備えて飲料水や非常食、使い捨てカイロも用意して
　おくと安心です。

◎運転中、地吹雪等で危険を感じたら、無理せず道の駅やコンビニエンスストア、ガソリンスタンドなどで天気の回復
　を待ちましょう。

◎大雪や吹き溜まりなどで車が立ち往生した時は、JAF などのロードサービスや近くの人家などに必ず救助を依頼して
　ください。また、ハザードランプの点灯や停止表示板を置くなど、車が目立つようにしてください。

◎避難できる場所や近くに人家がない場合は、消防（119番）や警察（118番）に連絡して、車の中で救助に備えてくだ
　さい。

◎車が雪に埋まったときは、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素
　中毒を起こす恐れがあります。防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは窓を開けて換気し、こまめにマフラー
　まわりを除雪しましょう。

◎車を置いて避難する場合は、除雪や救助作業の妨げとならないよう、連絡先を書いたメモ等を車内に置き、車の鍵は
　つけたままにしましょう。

除雪を行うときに気をつけること

◎屋根の雪下ろしをするときは
　・複数人で行う
　→梯子を支える。安全を確認する。万一の場合は、救助を！やむを得ず一人で行う場合は、家族や近所の人に声をか
　　けて！
　・滑り止めを付ける
　→靴や梯子に滑り止めをつける等の工夫を！
　・命綱を着けて
　→面倒でも、腰に命綱をつけ、滑った場合や雪の急落に備えて！
　・周囲を確認
　→屋根の下を通行する人や子どもに注意！
◎除雪機を使用するときには
　・服装に注意
　→機械に巻き込まれないような服装を！
　・雪が詰まったときは
　→機械トラブルが発生したときは、必ずエンジンを停止！
　・周囲を確認
　→通行人や子ども等にご注意を！
◎その他の注意事項
　・屋根の雪に注意
　→屋根の下を通るときは、『雪』や『つらら』にご注意を！
　・除雪時の健康に注意
　→無理に除雪作業は行わない。除雪作業で汗をかいたら着替えを！
　・気象情報に注意
　→暴風雪警報や大雪警報が発表されたら、外出は控える。 ■問い合わせ先　　総務課総務係  ☎６２-2111

■問い合わせ先　　町民生活課生活環境係  ☎６２-1151
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冬期間における火災予防対策のお願い
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政治家の寄付禁止等に係る啓発について
　年末年始は、お歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。そこで、こ
の機会にみなさには改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかかわらない政治の実現、選挙
の公正の確保を目指す「三ない運動」（贈らない、求めない、受け取らない）です。
　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、
公職選挙法により禁止されています。
　みなさま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

【広報紙「総務省」（2020 年 12 月号）より参照】

■問い合わせ先　　総務課総務係  ☎６２-2111

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内

１．基	本	給	付

●給付金の対象となる世帯
以下の①及び②に該当する世帯
①　令和２年７月以降に児童扶養手当受給対象者となり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
　　家計が急変（※１）するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている
　　世帯
②　児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護等している世帯
※１　「家計が急変」とは、収入が減少しただけでなく、得られていたはずの収入が得られなかった
　　　場合も含みます。

１世帯５万円、第２子以降は１人につき３万円
給付額

２．追	加	給	付

●給付金の対象となる世帯

①　令和２年６月分の児童扶養手当受給者であり、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を
　　受けた世帯（※２）
②　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した世帯（※３）
※２　上記の基本給付対象世帯以外で、既に基本給付を受給した世帯が対象です。
※３　収入の減少額や減少割合に一律の基準はありません。
　　　内定が取り消された、求職活動に影響があった等、新型コロナウイルス感染症の影響が無けれ
　　　ば得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。

１世帯５万円
給付額

３．支給手続き

■問い合わせ先　　子育て支援課児童保育係  ☎６9-2226

以下の①及び②に該当する世帯

　基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
　申請書に振込先口座などを記載して、その他の必要書類とともに子育て支援課児童保育係まで直接
又は郵送で提出してください。

　国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大き
な困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育てによる負担や収入の減少に対する支
援として、「臨時特別給付金」を給付します。

【令和２年12月11日時点で、基本給付の支給を受けていない世帯】

【令和２年12月11日時点で、追加給付の支給を受けていない世帯】
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町では、町政への提言、要望などを町長と話す「町民と町長のふれあい

トーク」を毎月実施しています。（令和３年２月は２月８日です）
　なお、新型コロナウイルス感染症感染予防対策として、今回のふれあい
トークは電話またはリモートでの実施のみといたします。
　ふれあいトークに申込みの際に、①希望する時間帯、②人数、③トーク
の概要、④実施方法（電話またはリモート）を役場企画課広報広聴係まで
事前連絡していただきますようお願いします。

ふれあ
いトー

ク実施
方法

◆ご自宅からリモートでのトーク
　※リモートで実施する場合、ご自宅のネット環境や、必要な物につ
　　いて、いくつか確認させていただきたい事項があります。
　　令和３年２月２日（火）までに事前連絡をお願いいたします。

インターネットを活用して、ご自宅から
町長と対話してみませんか？

■問い合わせ先　　企画課広報広聴係  ☎６２-2114

[ 各課お知らせチラシ ]

井戸水の水質検査の申込みを受付中です

　井戸水を飲み水に利用されている世帯及び事業

所の水質検査について、令和３年３月31日まで受

付けいたします。

　清水町内において、水質基準を超える硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素が一部の浄水前の井戸水から

検出されました。

　水質検査項目は、①亜硝酸性窒素、②硝酸性・

亜硝酸性窒素の合計値の２項目です。

　飲料水中の亜硝酸性窒素の濃度が高いと、乳児

の場合、血液の酸素運搬能力が妨げられ健康被害

を起こす恐れがあることも報告されています。

　水質検査を希望される人は、土日、祝日を除く

平日の９時から17時までに、町民生活課生活環境

係窓口、又は電話にてお申し込みください。

▼お問い合わせ先

　町民生活課生活環境係  ☎62‐1151

家庭用浄水器設置費用を一部補助します

▼対象

　次のいずれにも該当する人。

・本町の水道給水区域以外に居住し、飲料水及

び生活用水用の井戸水を使用している個人。（た

だし、本町の水道給水区域外に事業所を有し、

従業員が使用する飲料水及び生活用水用の井戸

水を使用している法人及び個人も対象とします。）

・井戸の水質が厚生労働省で定める飲料水の基

準に適さない。

・家庭用浄水器を設置又は既に設置した浄水器

を更新する人。

・町内に住所を有する人。

▼補助金額

　浄水器等の設置費の２分の１以内を補助しま

す。（限度額は50万円）

▼お問い合わせ先

　水道課業務係　☎62‐1154


